


スポット案１ 「法制審議会批判」（全国アクションウィーク）

ご通行中のみなさん、こんにちは。
私たちは全国で冤罪事件などの支援をしている人権団体、日本国民救援会〇〇支部です。
静岡県の袴田事件で死刑囚とされた袴田巌さんが、再審＝やり直しの裁判で無罪が確定し、一年がたちました。事件発生からは58年、死刑確定から44年もの時間がかかって、やっと無罪になる、今年7月に無罪が確定した福井女子中学生殺人事件でも事件発生からは38年がかかっています。これが本当の救済といえるのでしょうか。

再審、つまり裁判をやり直す制度は、冤罪を救うための最後の手段です。
ところが日本の再審法には、多くの欠陥があります。
　　検察が無実の証拠を隠していて、なかなか開示されない。
　　再審の手続きが決まっていないため、無駄に時間がかかる。
そのために、苦しむ人たちが今も存在しているのです。
だからこそ、国会では超党派の議員連盟が立ち上がり、再審法の改正をめざしています。
無実の人を一日でも早く救うためのとりくみです。

ところが、みなさん
この動きに水を差すように、法務省と検察が中心となって「法制審議会」略して法制審に特別部会を急遽立ち上げました。
そこに集められたのは、これまで冤罪を生み出してきた側の人たち、そして証拠開示に消極的な学者たちです。２２人中８人が警察・検察の関係者。一方、冤罪の被害者、当事者は一人もいません。こんな偏ったメンバーで、本当に冤罪を救う議論ができるのでしょうか？

法制審の狙いは明らかです。超党派の国会議員たちが進めてきた「市民のための再審法改正」を妨げ、警察や検察に都合の良い“改悪”に導こうとしているのです。
法制審は、冤罪の原因を何一つ検証しないまま、証拠開示を徹底的に狭めようとしています。また、開示された証拠も「法廷外持ち出し禁止」にして、メディアや支援活動での使用を制限する、つまり市民に知られないようにするという、とんでもない方向に議論を進めています。

市民のみなさん
いま、国会では超党派議連の「再審法改正法案」が継続審議となっています。再審制度について、「検察が持っている証拠を開示すること」や「再審の手続きを明確にして無駄な時間をなくすこと」など、基本中の基本をまとめました。国会議員たちが党派の違いを超えて練り上げた、だれもが納得できる法案です。
冤罪で苦しむ人々を一日も早く救うために、今すぐにでも国会を通すべきです。
けれども、法務省と検察が法制審を利用して“改悪”に向けて動いています。
だからこそ、今、声を上げるときです。
「再審法を議員立法で改正しよう！」「法制審による再審改悪は許せない！」――こうした声を国会に届けましょう。家族や友人に話してください。「再審法を正しく改正しよう」とSNSで拡散してください。お知り合いの議員さんに声をかけて下さい。あなたの声が、冤罪で苦しむ誰かを救う力になります。冤罪を生まない社会のため、この臨時国会で再審法改正を実現しましょう。
私たちは日本国民救援会〇〇支部です。今、仲間がビラをお配りしています。受け取っていただき、署名へのご協力をお願いします。



